
瑞穂市総合教育会議運営要綱（案） 

（趣旨） 

第１条 瑞穂市総合教育会議（以下「会議」という。）の運営に関しては、地  

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１

条の４に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。 

２ この訓令は、会議により決定し、また、改廃する場合も同様とする。  

（会議の招集） 

第２条 会議の招集は、会議の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあ  

らかじめ出席者に通知して行う。ただし、緊急の場合にはこの限りではない。  

 （参集） 

第３条 出席者は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなけれ 

ばならない。 

２ 出席者は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開  

催前までに市長に届け出なければならない。 

 （議長） 

第４条 会議に議長を置き、議長は、市長又は市長の指名した者とする。 

（開会及び閉会） 

第５条 開会及び閉会は、市長が行う。 

（非公開） 

第６条 次の各号に該当する場合は、会議を非公開とすることができる。  

（１）いじめ等の個別事案における関係者の個人情報等を保護する必要がある  

場合 

（２）施策及び制度の立案において、意思決定の前に情報を公開することが不  

適当な場合 

（３）その他、公開することが不適当と判断される場合 

（議事録） 

第７条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、公表するものとする。  

（１）会議の場所及び出席者の氏名 

（２）説明のために出席した者の氏名 

（３）議題及び議事の概要 

（４）その他市長が必要と認めた事項 

２ 前項の規定に関わらず、前条の規定により非公開とすべき事項及び内容に  



ついては、議事録から省略することができる。 

 （事務局） 

第８条 会議の事務局は、教育委員会事務局と相互協力の上、企画部秘書広報 

課が担うものとする。 

（その他） 

第９条 前条までに定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議 

が定める。 

附 則 

この訓令は、公表の日から施行する。 

 

 

 


